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厚生労働省老健局振興課長、老人保健速長通知

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及ぴ運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護’医療

速携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する

運営椎進会議を活用した評価の実施等について

沿革

平成27年フ月21日老介発0721第1号.老振発0721第1号.老老発0721第1号、30年2月22日老高発0322第2号.老振発0322第1号、老老発0322第3

号’令和3年3月16ヨ老高発■第3号.老認発0316第6号.ちぽ03-5モ輔

指定定期巡回・随時対応型ホ問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定介ま予防小規模多機能型居宅介護事業F斤を

含む。以下同じ。)又は指定看漠小規模多機能型居宅介達事業所については、従来.都道府県が指定する外部。平価機関が、事業所が行っ

た自己ば価結果に基づき、第三者の観点から、サーピスのよ価を才了うkととしていたところであるが、先般の見直しにより1事業所が自

らその提供するサーピスの質の評価として自己ぜ価をむい、これを指定地域密着型サーピスの事業の人員、。を備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サーピス基準」という。)第3条の37第1項に規定する介護.医療連携推進会議又は

第34条第1項(第88条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営椎進会議(以下「運営推進会達等」という。)に報

告した上で公表する仕組みとしていたところである。

また、指定ホ知症対応型共同生活介達事業所(指定介ま予防る知症対応型共同生活介護事業所を含む。以下同じ。)については、從

来、地域密着型サピス基準第97条第8項に規定する外部の者による。モ価と第34条第1項(第108条において準用する場合に限る。)に

規定する運営推進会議の双方で「第者によるぽ価」を行うkととしていたとkろであるが、今般の見直しにより、事業所が自らモの提

供するサーピスの質の。ギ価として自3ば価を行い、kれを市m村や地域包括支援センター等の公正.中立な立場にある第三者が出席する

運営椎進会議に報告し.評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、当。を運営推進会議と地域密着型サーピス基準第97条第8

項第1号I二規定する外部の者によるミギ価のいずれかから.第者,ギ価を受けることとした。

以上を踏まえ.見直し後の評価に係る具体的な事項に関し、下ぜのとおり定めたので、御了知の上.管内市m村、関係団体、指定定期

巡回・随時対応型ホ問介護看漢事業所.指定小規模多機能型居宅介ま事業所、指定。S知症対応型共同生活介護事業P斤又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所への周知をお願いしたい。

なお、本通知は.地方自治法(昭和22年法律第の号)第245条の4第1頂に基づ〈技術的助二として発出するものである。

»B

1綻論

地域密着型サーピス基準は、指定地域密着型サーピスの事業がモの目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、

このうち運営推進会議等に関する事項は、市m村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準にB当し、市町村の指導監査や立入ぜ査等に

おいて遵守状況の点検対象となる場合がある。

地域密着型サーピス基準では、指定定期巡回.随時対応型。ち問介護看護事業所は介護.医療連携推進会議をおおむね6月に1回以上.

指定小規模多機能型居宅介護事業者.指定認知症対応型共同生活介達事業者及び指定看遂小規模多機能型居宅介護事業者は運営推進会議

をおおむね2月に1回以上開催することを規定しているが、サーピスの改善及び質の向上を目的として、各事業P斤が自ら提供するサーピ

スについて評価.点検(自己。ギ価)をむうとともに.当。を自己ぱ価結果について、運営推進会議等において第_者の観点からサーピスの

評価(外部評値)を1年に1回以上むうこと(指定。5知症対応型共同生活介護事業所においては地域密着型サーピス基準第97条第8項第

1号に規定する外部の者による,ギ価との選択制)としたところである。これによりサーピスの質の。ギ価の客観性を高め、サーピスの質の

改善を図ることを目的とするものである。

各事業者に【±、運営推進会議等の開催、運営推進会議等を活用した評価の実施並びに結果の公表を行うことが地域密着yサピス指定

基準により義務づけられており、利用者に対するサーピス提供にあたり.職員に対し、十分に意。哉づけを図ることが重要である。

2 。ギ価の実施方法について

̶定期巡回・随時対応型な問介送看護

イ自己評価について

事業所が自ら提供するサピス内容について振り返りを行い、定期巡回.随時対応型ホ問介護看護事業所として提供するサーピスにつ

いて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業P斤全体の質の向上につなげていく Lとを目指すものである。

口介逢’医療速携推進会議による評価について

(1)介護’医療連携推進会達において、当。を事業P斤が行った自己ぼ価結果に基づき、当。を事業P斤で提供されているサーピスの内容や速題等

について共有を図るとともに、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から,ギ価を行うことIこよ

り、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。

(2)このため、当該評価をbうために開催する介議’医療連携推進会議には、市m村職員又は地域包括支援センター職員、定期巡回’随時

対ホ型ホ問介護看護に知見を有し公正.中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部。平価,査員研修修了者等)の立場にある者

の参加が必要である。'れらの者について、やむを得ない事情により.介護.医療連携推進会議への出席が困難な場合であっても̃事前

に資料を送付し得た意見を介達-医療連携推進会議に報告する等により.一定の関与を確保するkと。

二小規模多機能型居宅介達

イ自己ば価について

(1)事業F斤の全ての従業者が自ら提供するサーピス内容について振り返りを行い、その上で、他の従業者の振り返り結果を当3事業所の従

業者が相互に確。sしながら.現状の速題や質の向上に向けて必要となる取組等についてぼし合いをわラことにより、事業所として提供す

るサピスについて個々の從業者の問題意識を向上させ、事業P斤全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。

(2)したがって、小規模多機能型居宅介速における自己評価は、事業所の全ての従業者が自ら提供するサーピス内容についての振り返りと

してむう自己評価(スタッフ個別評価)と、從業者が相互に事業所が提供するサーピス内容について振り返りとして行う自己評価(事業

p斤自己ば価)により構成される。

①スタッフ個別評価

-利用者へのサーピス提供をぞ了う個々の從業者が、kれまでの取組やかかわりについて個人で振リ返るものである。



-原則として、地域密着型サーピス基準により配置が義務づけられている全ての従業者が行うことが望ましいが、やむを得ない事情によ

りスタッフ個sl評価をむうことできなかった従業者があった場合に、直ちに地域密着型サーピス指定基準に規定ずる評価の要件を満たさ

ないkととなるものでばないこと。

②事業所自己ば価

-各自が取り組んだスタッフ個別評価を持ち寄り、管理者、5+画作成担当者, 看。旨職員、介漠職員等が参加する事業所全体のミー丁イン

グにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどをぼし合う過程を通じて.事業所全体の振リ返リをhうものである。

'管理者やけ画作成キ日当者が単独で作成するものではなく、複数の従事者が参加するミーティンヴをもとに作成することとし、スタッフ

個別。キ価を行った従業者は、可能な限り参加に努めること。

口運営椎進会。義におけるば価について

(1)運営椎進会遂における,ギ価は.事業P斤自己,ギ価で取りまとめた当S事業所で提供されているサーピスの内容や課題等について、運営推

進会議に報告した上で、利用者、市町村職員.地域住民等が第=者の観点からの意見を得るLとによリ、新たな課題や改善点を明らかに

し、サーピスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当よ事業所が果たすべき役割を明らかにしていくkとを目指すものであ

る。

(2)運営椎進会議における評価をむう場合には.市町村職員又は地域包括支援センター職員、サピスやぜ価について知見を有し公正’中

立な第三者(事業者団体関係者.学識経験者、外部評価'査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要である。これらの者につい

て、やむを得ない事情により.運営推進会議への出席が困難な場合であっても, 事前Iこ資料を送付し得た意見を運営推進会遂に報告する

等により、一定の関与を確保すること。

三認知症対応型共旧生活介護

イ自己ぼ価について

事業所が自ら提供するサーピス内容について振り返りを行い、巧知症対応型共R生活介羞事業所として提供するサーピスについて個々

の従業者の問題意,哉を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。

口運営推進会議による。平価について

(1)運営推進会議におけるば価は、自己,ギ価で取りまとめた当ぽ事業所で提供されているサピスの内容や課題等について、運営推進会議

に報告した上で、利用者.市m村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、

サーピスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当な事業F斤が果たすべき役割を明らかにしてい〈ことを目指すものである。

(2)運営推進会議における評価を行う場合にl±.市町村職員又は地域包括支援センター職員、サピスやぼ価について知見を有し公正’中

立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部a平価,査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要である。これらの者につい

て、やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会,義に報告する

等によリ、定の関与を確保すること。

(3)地域密着型サーピス基準第97条第8項第1号に規定する外部の者による評価は.「第者によるホ価」という点において、運営推進会

議を活用した。平価と同様の目的を有していることから、当3外部の者によるば価を受けた場合には.運営推進会漢を活用したホ価を受け

たものとみなすこととする。

四看護小規模多機能型居宅介護

イ自己。+価について

(1)看護小規模多機能型居宅介護從業者(地域密着型サピス基準第171条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をい

う。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業p斤の管理者(以下「従業者等」’という。)が自ら提供するサピス内容について振り返

りを行い、その上で、他の従業者等の振り返り結果を当ぶ事業所の従業者等が相互に確認しながら.現状のぽ題や質の向上に向けて必要

となる取組等についてほし合いを行うことにより1事業所として提供するサーピスについて個々の從業者等の問題意識を向上させ、事業

所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。

(2)したがって、看速小規模多機能型居宅介護における自B評価は、事業所の全ての従業者等が自ら提供するサーピス内容についての振り

返りとして行う自己ば価(従業者等自已。ギ価)と、從業者等が相互に事業所が提供するサーピス内容について振リ返りとしてhう自己ホ

価(事業所自己ぼ価)により構成される。

①従業者等自己。そ価

'利用者へのサーピス提供を行う個々の従業者等が、これまでの取組や関わりについて個人で振り返るものである。

.原則として、全ての從業者等がむうことが望ましいが、やむを得ない事情により従業者等自己。ギ価を行うことできなかった從業者等が

あった場合に、直ちに地域密着ゼサーピス基準に規定するぱ価の要件を満たさないこととなるものではないこと。

②事業p斤自己。平価

-各自が取り組んだ從業者等自己。ギ価を持ち寄り、すべての從業者等が参加する事業所全体のミーTィングによリ、それぞれの考え方や

取組状況に関する。B,哉の違いなどをホし合う過程を通じて、事業F斤全体の振り返りを行うものである。

-管理者や代表者が単独で作成するものではな〈、複数の從業者等が参加するミーティングをもとに作成することとし、従業者等自己評

価を行った從業者等は、可能な限り参加に努めること。

口運営推進会議におけるぜ価Iこついて

(1)運営推進会議における評価は、事業所自己評価で取りまとめた当。を事業F斤で提供されているサーピスの内容や課題等について、運営推

進会議に報告した上で、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民等が第二者の観点からの意見を得ることにより、新たな在題

や改善点を明らかにし、サーピスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当ぼ事業所が果たすべき役割を明らかにしてい〈こと

を目指すものである。

t2)運営推進会漢における。ギ価を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員.サーピスや,ギ価について知見を有し公正-中

立な第三者(事業者団体関係者̃学識経験者、外部ぼ価ぜ査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要である。これらの者につい

て1やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても.事前Iこ資料を送付し得た意見を運営推進会達に報告する

等により.一定の関与を確保すること。

3様式等について

(1)自己。ギ価及び運営推進会達等を活用した。ギ価は、当S事業所を。を置・運営する法人の代表者の責任の下に.管理者が従事者と協議して

実施することとする。

(2)自己評価及び運営椎進会議等を活用した評価は、サーピスの改善及び質の向上Iこ資する適切な手法により行うものとする。

なお、。ギ価に係る項目の参考例について、以下のとおりお不しする。

(サーピスニとの様式) -

0定期巡回.随時対応塑ホ問介護看ま

-自己ぜ価’外部ぱ価評価表’’別紙1

0小規模多機能型居宅介護

.スタッフ個別,ギ価...’

-事業p斤自己ホ価.....

-地域からの,ギ価.....

-サーピス評価総括表..’

0 。5知症対応型共同生活介護

-別紙2̶1

-別紙2-2

-別紙2 3

-別紙2 ̶ 4



.自已③価.外部評価.運営推ま会議活用ツール・・・別紙2の2

0看護小規模多機能型居宅介護

.従業者等自己評価......引紙3_1

.事業所自己評価.......SI紙3 2

.運営推進会議におけるぜ価..別紙3 ̶ 3

結果の公表について

(1)運営推進会議等を活用した,モ価の結果は、公表しなければならない。

なお.3に掲げるホ価項目の参考例に基づき評価を行う場合には、指定定期巡回・随時対応型ホ問介護看護事業者については別紙1

を、指定小規模多機能型居宅介護事業者については別紙2 ̶ 2及び引紙2 4を、指定5S知走対応型共旧生活介護については別紙2の2

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者については別紙3 3を公表すること。

(2)運営推進会議等を活用した。平価の結果は、利用者及びその家族に対して手交若しくは送付するとともに.「介連サーピスの情報公表制

度jに基づ〈介護サピス情報公表システムヘの揭載、法人のホームページヘの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法I二

より公表すること。

(3)事業所が所在する市m村は、サーピスの利用希望者の選択に資するため、運営推進会議等を活用した評価の結果について、市町村の窓

口や管内の地域包括支援センターの窓口における閲覧しやすい場所Iこ揭示するよう努めること。


